


ライドシェア新法における安全対策上の法律要素（案）

・本人確認義務

・普通免許及び大臣講習受講の確認

・保険加入確認

・健康診断書の確認

・運転経歴に係る証明書にて審査
※無事故・無違反証明書や運転記録証明書等

＊違反：過去５年で◯点未満など
＊事故：過去2年間0件など

・犯罪経歴証明書にて審査

・事後的管理
＊苦情の適切な処理

＊酒気帯び運転のアカウント停止等

・対物対人の
任意保険加入

・ドライバー加入保険
の最低保証金額を超
える損害責任は
事業者が負う

・乗車前・乗車中に分
け、保険を付保等
保険会社と制度設計

・運行管理者の選任

・遠隔点呼

・稼働時間管理
＊24時間以内に10時間以
上稼働すると8時間の休息
週60時間以上の稼働禁止

・整備管理責任者の選任
＊車検証の確認など

・事故時の責任者

・事故時の連絡体制

・相互評価（レーティング）
＊相互の知る権利

・配車限定
流し営業不可

・連絡システム構築
＊顧客乗車中

事業者のオペレータに簡便
に連絡可能とするシステム

を用意

＊アプリからの通報体制設置

＊ゼロエミ目標の設定
2030年までに

90%電気走行等

＊米国の様に台数増加した場合に検討

ライドシェア事業者に対する法的義務

ドライバー審査義務 保険義務 運行管理・車両管理義務 その他義務




